
  

一 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

目
次
中
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
」
に
、
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
、
「
第
二
十
六
条
・
第
二
十

七
条
」
を
「
第
二
十
八
条
―
第
三
十
一
条
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
及
び
第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
」
を
「
、
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
及
び
国
際
的
な
行
政

機
関
等
支
援
活
動
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
一
号
中
「
設
立
」
の
下
に
「
及
び
再
建
」
を
加
え
、
「
た
め
に
」
を
「
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
」
に
改
め
、
「
、

武
力
紛
争
の
停
止
及
び
こ
れ
を
維
持
す
る
と
の
紛
争
当
事
者
間
の
合
意
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す

る
国
及
び
紛
争
当
事
者
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る
場
合
（
武
力
紛
争
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
同
意
が
あ
る
場
合
）
に
」
を
削
り
、
「
、
い
ず
れ
の
紛
争
当

事
者
に
も
偏
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
る
」
を
「
実
施
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 



 

二 

イ 

武
力
紛
争
の
停
止
及
び
こ
れ
を
維
持
す
る
と
の
紛
争
当
事
者
間
の
合
意
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地

域
の
属
す
る
国
（
当
該
国
に
お
い
て
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
が
行
う
決
議
に
従
っ
て
施
政
を
行
う
機

関
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
機
関
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
紛
争
当
事
者
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
、
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
者
に
も
偏
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
る
活
動 

ロ 

武
力
紛
争
が
終
了
し
て
紛
争
当
事
者
が
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
実
施
さ
れ
る
活

動 

ハ 

武
力
紛
争
が
い
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
活
動
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
、
武
力
紛
争
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し

て
、
特
定
の
立
場
に
偏
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
る
活
動 

第
三
条
第
二
号
中
「
次
号
及
び
第
五
号
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
に
お
け
る
」
を
「
に
お
い
て
」

に
、
「
に
よ
る
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
の
設
立
を
目
的
と
す
る
」
を
「
を
設
立
し
そ
の
他
そ
の
混
乱
を
解
消
す
る
過
程
で
行

わ
れ
る
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 



  

三 

三
の
二 

国
際
的
な
行
政
機
関
等
支
援
活
動 

国
際
連
合
の
総
会
若
し
く
は
安
全
保
障
理
事
会
が
行
う
決
議
又
は
別
表
第
三

に
掲
げ
る
国
際
機
関
が
行
う
要
請
に
基
づ
き
、
紛
争
に
よ
っ
て
混
乱
を
生
じ
た
地
域
に
お
け
る
警
察
行
政
事
務
の
公
正
な

実
施
そ
の
他
立
法
、
行
政
又
は
司
法
に
関
す
る
事
務
の
改
善
又
は
再
構
築
を
支
援
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動
が
行

わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地

域
の
属
す
る
国
が
紛
争
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
武
力
紛
争
の
停
止
及
び
こ
れ
を
維
持
す
る
と
の
紛
争
当
事
者
間

の
合
意
が
あ
る
場
合
に
、
国
際
連
合
等
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
活

動
を
除
く
。
）
を
い
う
。 

第
三
条
第
四
号
中
「
ヌ
か
ら
レ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
」
を
「
ヲ
か
ら
ソ
ま
で
、
ネ
及
び
ナ
に
掲
げ
る
も
の
、
」
に
、

「
レ
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
ナ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
国
際
的
な
行
政
機
関
等
支
援
活
動
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
業
務
で
次
の

チ
か
ら
ヌ
ま
で
及
び
ナ
に
掲
げ
る
も
の
」
に
改
め
、
「
行
わ
れ
る
も
の
」
の
下
に
「
（
輸
送
又
は
保
管
に
あ
っ
て
は
、
我
が
国

と
し
て
輸
送
又
は
保
管
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
武
器
（
弾
薬
を
含
む
。
）
の
輸
送
又
は
保
管

を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
部
品
」
の
下
に
「
及
び
弾
薬
」
を
、
「
ニ
」
の
下
に
「
及
び
ツ
」
を
加
え
、
同
号
レ
中

「
タ
」
を
「
ネ
」
に
改
め
、
同
号
レ
を
同
号
ナ
と
し
、
同
号
タ
中
「
ヨ
」
を
「
ツ
」
に
、
「
又
は
機
械
器
具
」
を
「
、
機
械
器



 

四 

具
」
に
改
め
、
「
修
理
」
の
下
に
「
又
は
補
給
（
武
器
の
提
供
を
行
う
補
給
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
タ
を
ネ
と
し
、

ヨ
を
レ
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ソ 
人
道
的
精
神
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
被
災
民
の
生
活
上
必
要
な
区
域
に
お
け
る
地
雷
の
除
去
に
関
す
る
活
動
（
地
雷

の
除
去
を
支
援
す
る
活
動
を
含
む
。
）
又
は
地
雷
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発 

ツ 

イ
及
び
ル
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
武
装
解
除
（
武
器
の
収
集
の
う
ち
組
織
の
指
揮
命
令
を
受
け
る
者
を
対
象
と
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
組
織
が
同
意
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
又
は
そ
の
対
象
者
に
対
す
る
就
業
若
し
く
は
就

学
の
支
援
そ
の
他
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
措
置 

第
三
条
第
四
号
中
カ
を
タ
と
し
、
ヌ
か
ら
ワ
ま
で
を
ヲ
か
ら
ヨ
ま
で
と
し
、
同
号
リ
中
「
チ
」
の
下
に
「
及
び
リ
」
を
加
え
、

「
行
政
事
務
」
を
「
立
法
、
行
政
又
は
司
法
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号
ヌ
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 ル 

警
察
行
政
機
関
そ
の
他
の
治
安
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
組
織
の
構
成
員
に
対
す
る
教
育
訓
練 

第
三
条
第
四
号
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

リ 

矯
正
行
政
事
務
に
関
す
る
助
言
若
し
く
は
指
導
又
は
矯
正
行
政
事
務
の
監
視 



  

五 

第
三
条
第
四
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ラ 

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
、
ワ
か
ら
レ
ま
で
、
ツ
若
し
く
は
ネ
に
掲
げ
る
業
務
又
は
こ
れ
ら
の
業
務
に
類
す
る

も
の
と
し
て
ナ
の
政
令
で
定
め
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
不
測
の
侵
害
又
は
危
難
が

生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
文
民
等
（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
に
従
事
す
る
者
又
は
そ
の
活
動
を
支
援
す
る

者
（
自
衛
隊
員
（
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
隊
員
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
国
際
平
和
協
力
隊
（
以
下
「
協
力
隊
」
と
い
う
。
）
の
隊
員
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う
。
）
以
外
の

者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
自
己
の
生
命
又
は
身
体
を
防
護
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
者
の
保
護
を

行
う
場
合
に
こ
れ
を
行
う
者
の
管
理
の
下
に
行
動
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
ラ
及
び

第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
緊
急
の
要
請
を
受
け
て
事
務
総
長
等
（
事
務
総
長
又
は
派
遣
先
国
に
お

い
て
事
務
総
長
の
権
限
を
行
使
す
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
ラ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
承
諾
を
得
た
と
き
又
は
事
務
総

長
等
か
ら
緊
急
の
要
請
を
受
け
た
と
き
に
行
う
当
該
文
民
等
の
生
命
及
び
身
体
の
保
護
（
現
に
戦
闘
行
為
（
国
際
的
な

武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
人
を
殺
傷
し
又
は
物
を
破
壊
す
る
行
為
を
い
う
。
以
下
こ
の
ラ
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
保
護
を
行
う
期
間
を
通
じ
て
戦
闘
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る



 

六 

地
域
に
お
い
て
、
安
全
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

第
三
条
第
五
号
ロ
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
、
「
第
二
号
に
規
定
す
る
」
の
下
に
「
決
議
若
し
く
は
要
請

又
は
」
を
加
え
、
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ニ 

国
際
的
な
行
政
機
関
等
支
援
活
動 

第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三
の
二 

我
が
国
と
し
て
の
国
際
連
合
平
和
維
持
隊
へ
の
参
加
そ
の
他
国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
に
際
し
て
の
基
本
的
な

五
つ
の
原
則
（
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
の
二
ま
で
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
二
項
、
第
八
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第

七
号
、
第
二
十
五
条
並
び
に
第
二
十
六
条
の
規
定
の
趣
旨
を
い
う
。
以
下
「
五
つ
の
原
則
」
と
い
う
。
）
が
継
続
的
に
満

た
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
前
条
第
四
号
ラ
に
規
定
す
る
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
国
際
連
合
の

職
員
と
の
連
絡
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。 

第
四
条
第
二
項
第
四
号
中
「
国
際
平
和
協
力
隊
（
以
下
「
協
力
隊
」
と
い
う
。
）
」
を
「
協
力
隊
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号

中
「
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
の
二
」
を
加
え
る
。 

第
五
条
第
八
項
中
「
前
条
第
二
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
の
二
」
を
加
え
る
。 



  

七 

第
六
条
第
一
項
中
「
と
き
」
の
下
に
「
（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
の
た
め
に
実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ
て
第

三
条
第
四
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
を
実
施
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
同
意
及
び
第
一
号

に
掲
げ
る
同
意
が
当
該
活
動
及
び
当
該
業
務
が
行
わ
れ
る
期
間
を
通
じ
て
安
定
的
に
維
持
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限

る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
同
意
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
一
号
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
活
動
に
あ
っ
て
は
、
当
該

活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
の
同
意
（
同
号
ハ
に
該
当
す
る
活
動
に
あ
っ
て
は
、
当
該

地
域
に
お
い
て
当
該
業
務
の
実
施
に
支
障
と
な
る
明
確
な
反
対
の
意
思
を
示
す
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
）
」
を
加
え
、

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

四 

国
際
的
な
行
政
機
関
等
支
援
活
動
の
た
め
に
実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地

域
の
属
す
る
国
の
当
該
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
の
同
意 

第
六
条
第
二
項
第
二
号
ホ
中
「
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
」
を
削
り
、
同
号
ヘ
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を

「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
三
号
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
条
第

四
号
ト
か
ら
タ
ま
で
」
を
「
第
三
条
第
四
号
チ
若
し
く
は
ヌ
に
掲
げ
る
業
務
（
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十

八
号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
号
ヲ
か
ら
レ
ま
で
、
ツ
若
し
く
は
ネ
」
に
、
「
同
号
レ
」
を



 

八 

「
同
号
ナ
」
に
、
「
海
上
保
安
庁
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
八
号
）
」
を
「
同
法
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
同
号

ヌ
か
ら
タ
ま
で
」
を
「
同
号
ル
か
ら
レ
ま
で
、
ツ
若
し
く
は
ネ
」
に
、
「
又
は
こ
れ
ら
の
」
を
「
、
こ
れ
ら
の
」
に
、
「
同
号

レ
」
を
「
同
号
ナ
」
に
改
め
、
「
定
め
る
業
務
」
の
下
に
「
又
は
同
号
ラ
に
掲
げ
る
業
務
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三

条
第
四
号
イ
」
を
「
、
第
三
条
第
四
号
イ
」
に
、
「
又
は
こ
れ
ら
の
」
を
「
、
同
号
ル
若
し
く
は
ツ
に
掲
げ
る
も
の
、
こ
れ
ら

の
」
に
、
「
同
号
レ
」
を
「
同
号
ナ
」
に
改
め
、
「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
又
は
同
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
」
を
加
え
、
「
我

が
国
と
し
て
国
際
連
合
平
和
維
持
隊
に
参
加
す
る
に
際
し
て
の
基
本
的
な
」
及
び
「
（
第
三
条
第
一
号
、
本
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
十
三
項
第
一
号
、
第
八
条
第
一
項
第
六
号
並
び
に
第
二
十
四
条
の
規
定
の
趣
旨
を
い
う
。
）
」
を
削
り
、
「
に
つ
き
」

の
下
に
「
、
実
施
計
画
を
添
え
て
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、

同
条
第
九
項
を
削
り
、
同
条
第
十
項
中
「
に
つ
き
」
の
下
に
「
、
実
施
計
画
を
添
え
て
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、

同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
項
と
し
、
第
十
二
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
十
三
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
実
施
計
画
の
変
更
（
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
べ
き
国
際
平
和
協
力
業
務
に

従
事
す
る
者
の
海
外
へ
の
派
遣
の
終
了
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
行
う
べ
き
同
号
に
規
定
す
る
業
務
の
終
了
に
係
る
変

更
を
含
む
。
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
適
当
で
あ
る
と



  

九 

認
め
る
と
き
は
、
実
施
計
画
の
変
更
の
案
に
つ
き
閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条
第
十
三
項
第
一
号
中
「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」

を
加
え
、
「
第
三
条
第
一
号
」
を
「
同
号
イ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号

の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

二 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
（
第
三
条
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
た
め
に
実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業

務
に
つ
い
て
は
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
同
意
若
し
く
は
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
同
意
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら

れ
る
場
合
又
は
紛
争
当
事
者
が
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
に
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

三 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
（
第
三
条
第
一
号
ハ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
た
め
に
実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業

務
に
つ
い
て
は
、
同
号
ハ
に
規
定
す
る
同
意
若
し
く
は
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
同
意
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら

れ
る
場
合
、
当
該
活
動
が
特
定
の
立
場
に
偏
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
武
力
紛
争
の

発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合 

第
六
条
第
十
三
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

六 

国
際
的
な
行
政
機
関
等
支
援
活
動
の
た
め
に
実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
三
号
の
二
に
規



 

一
〇 

定
す
る
同
意
若
し
く
は
合
意
又
は
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
同
意
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合 

七 
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
の
た
め
に
実
施
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ
て
第
三
条
第
四
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
同
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
合
意
の
遵
守
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定

す
る
同
意
又
は
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
同
意
が
当
該
活
動
及
び
当
該
業
務
が
行
わ
れ
る
期
間
を
通
じ
て
安
定
的
に
維
持

さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合 

第
六
条
第
十
三
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

 

外
務
大
臣
は
、
実
施
計
画
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
又
は
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内

閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
前
項
の
閣
議
の
決
定
を
求
め
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
お
お
む
ね
六
月
に
一
回
（
五
つ
の
原
則
に
照
ら
し
て
国
際
平
和
協

力
業
務
に
係
る
情
勢
の
変
化
（
実
施
計
画
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
高
い
も
の
に
限
る
。
）
が
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
）
、
実
施
計
画
に
定
め
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に
係
る
第
四
条
第
二
項
第
三
号
の
二
の

調
査
の
結
果
そ
の
他
当
該
国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
の
状
況
を
、
国
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



  

一
一 

第
八
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
六
号
及
び
第
七
号
」
を
「
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
第

六
条
第
十
三
項
各
号
」
を
「
第
六
条
第
十
二
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六

号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

七 

第
六
条
第
十
二
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
第
三
条
第
四
号
ラ
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
行
う
べ
き
当

該
業
務
の
中
断
に
関
す
る
事
項 

八 

危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
国
際
平
和
協
力
業
務
の
一
時
休
止
そ
の
他
の
隊
員
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す

る
事
項 

第
八
条
第
二
項
中
「
前
項
第
六
号
」
の
下
に
「
及
び
第
七
号
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
協
力
隊
の
」
を
削
る
。 

第
九
条
第
二
項
中
「
協
力
隊
の
」
を
削
り
、
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
「
第
四
条
第
二
項
第
三
号
」
の
下
に

「
及
び
第
三
号
の
二
」
を
加
え
、
「
同
号
」
を
「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
（
自
衛
隊
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定

す
る
隊
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
る
。 

第
二
十
七
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
請
求
権
の
放
棄
） 



 

一
二 

第
二
十
九
条 

政
府
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
、
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
又
は
国
際
的
な

行
政
機
関
等
支
援
活
動
に
参
加
す
る
に
際
し
て
、
国
際
連
合
若
し
く
は
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
に
掲
げ
る
国
際
機
関

又
は
こ
れ
ら
の
活
動
に
参
加
す
る
国
際
連
合
加
盟
国
そ
の
他
の
国
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
活
動
参
加
国
等
」
と
い
う
。
）

か
ら
、
こ
れ
ら
の
活
動
に
起
因
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
請
求
権
を
相
互
に
放
棄
す
る
こ
と
を
約
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
お
い
て
、
我
が
国
が
こ
れ
ら
の
活
動
に
参
加
す
る
上
で
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
活

動
に
起
因
す
る
損
害
に
つ
い
て
の
活
動
参
加
国
等
及
び
そ
の
要
員
に
対
す
る
我
が
国
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
約
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
大
規
模
な
災
害
に
対
処
す
る
合
衆
国
軍
隊
等
に
対
す
る
物
品
又
は
役
務
の
提
供
） 

第
三
十
条 

防
衛
大
臣
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
防
衛
大
臣
が
自
衛
隊
の
部
隊
等
に
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き

国
際
平
和
協
力
業
務
を
行
わ
せ
る
場
合
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
基
づ
く
輸
送
を
実
施
さ
せ
る
場
合

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
活
動
を
実
施
す
る
自
衛
隊
の
部
隊
等
と
共
に
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
に
所
在
し
て
、
次
に
掲
げ

る
活
動
で
あ
っ
て
当
該
国
際
平
和
協
力
業
務
又
は
当
該
輸
送
に
係
る
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
又
は
人
道
的
な
国
際
救
援
活

動
を
補
完
し
、
又
は
支
援
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
行
う
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
又
は
英
国
の
軍
隊
（
以



  

一
三 

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
衆
国
軍
隊
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
当
該
地
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
応
急
の
措
置
に
必
要
な
物
品

の
提
供
に
係
る
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
国
際
平
和
協
力
業
務
又
は
当
該
輸
送
の
実
施
に
支
障
を
生
じ
な
い
限
度
に
お

い
て
、
当
該
合
衆
国
軍
隊
等
に
対
し
、
自
衛
隊
に
属
す
る
物
品
の
提
供
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

派
遣
先
国
に
お
い
て
発
生
し
、
又
は
正
に
発
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
大
規
模
な
災
害
に
係
る
救
助
活
動
、
医
療
活
動

（
防
疫
活
動
を
含
む
。
）
そ
の
他
の
災
害
応
急
対
策
及
び
災
害
復
旧
の
た
め
の
活
動 

二 

前
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
う
人
員
又
は
当
該
活
動
に
必
要
な
機
材
そ
の
他
の
物
資
の
輸
送 

２ 

防
衛
大
臣
は
、
合
衆
国
軍
隊
等
か
ら
、
前
項
の
地
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
応
急
の
措
置
に
必
要
な
役
務
の
提
供
に
係
る
要

請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
国
際
平
和
協
力
業
務
又
は
当
該
輸
送
の
実
施
に
支
障
を
生
じ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
当
該
自

衛
隊
の
部
隊
等
に
、
当
該
合
衆
国
軍
隊
等
に
対
す
る
役
務
の
提
供
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
衛
隊
に
属
す
る
物
品
の
提
供
及
び
自
衛
隊
の
部
隊
等
に
よ
る
役
務
の
提
供
と
し
て
行
う
業
務
は
、

補
給
、
輸
送
、
修
理
若
し
く
は
整
備
、
医
療
、
通
信
、
空
港
若
し
く
は
港
湾
に
関
す
る
業
務
、
基
地
に
関
す
る
業
務
、
宿
泊
、

保
管
又
は
施
設
の
利
用
（
こ
れ
ら
の
業
務
に
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
（
輸
送
、
修
理
若
し
く
は
整
備
又
は
保

管
に
あ
っ
て
は
、
我
が
国
と
し
て
輸
送
、
修
理
若
し
く
は
整
備
又
は
保
管
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
政
令
で



 

一
四 

定
め
る
武
器
（
弾
薬
を
含
む
。
）
の
輸
送
、
修
理
若
し
く
は
整
備
又
は
保
管
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

４ 
第
一
項
に
規
定
す
る
物
品
の
提
供
に
は
、
武
器
の
提
供
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
又
は
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
」
を
「
、
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
又
は
国
際
的
な

行
政
機
関
等
支
援
活
動
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
二
十
七
条
と
す
る
。 

第
二
十
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
三
条
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
七

項
」
を
「
第
八
項
」
に
改
め
、
「
、
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
七
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
三
項
」
を
「
の
規
定
及
び
こ
の
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
（
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」

を
「
及
び
第
二
項
の
規
定
並
び
に
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
（
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

７ 

第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
先
国
に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
は
、
そ
の
宿
営
す
る
宿
営

地
（
宿
営
の
た
め
に
使
用
す
る
区
域
で
あ
っ
て
、
囲
障
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
他
と
区
別
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
当
該
国
際
平
和
協
力
業
務
に
係
る
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
又
は
人
道
的
な
国
際
救



  

一
五 

援
活
動
に
従
事
す
る
外
国
の
軍
隊
の
部
隊
の
要
員
が
共
に
宿
営
す
る
も
の
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
宿
営
地

に
所
在
す
る
者
の
生
命
又
は
身
体
を
防
護
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
当
該
要
員
と
共
同
し
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
武
器

の
使
用
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
項
中

「
現
場
に
所
在
す
る
他
の
自
衛
隊
員
、
隊
員
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う
に
伴
い
自
己
の
管
理
の
下
に
入
っ
た
者
」
と
あ
る

の
は
「
そ
の
宿
営
す
る
宿
営
地
（
第
七
項
に
規
定
す
る
宿
営
地
を
い
う
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
所
在
す

る
者
」
と
、
「
そ
の
事
態
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
項
に
規
定
す
る
外
国
の
軍
隊
の
部
隊
の
要
員
に
よ
る
措
置
の
状
況
を
も
踏

ま
え
、
そ
の
事
態
」
と
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
現
場
」
と
あ
る
の
は
「
宿
営
地
」
と
す
る
。 

第
三
章
中
第
二
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
武
器
の
使
用
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
六
条 

前
条
第
三
項
（
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ

か
、
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
先
国
に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ
て
第
三
条
第
四
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の

に
従
事
す
る
自
衛
官
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
際
し
、
自
己
又
は
そ
の
保
護
し
よ
う
と
す
る
文
民
等
の
生
命
又
は
身
体
を
防

護
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と



 

一
六 

判
断
さ
れ
る
限
度
で
、
第
六
条
第
二
項
第
二
号
ホ
⑵
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
計
画
に
定
め
る
装
備
で
あ
る
武
器
を

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
武
器
の
使
用
に
際
し
て
は
、
刑
法
第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
七
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い

て
は
、
人
に
危
害
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。 

３ 

自
衛
隊
法
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
官
が
武
器
を
使
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
国
際
平
和
協
力
業
務
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
四
号
ト
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
類
す
る
も
の

と
し
て
同
号
ナ
の
政
令
で
定
め
る
業
務
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
小
型
武
器
の
保
有
及

び
貸
与
）
」
を
付
す
る
。 

第
二
十
一
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。 

第
二
十
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
四
号
ル
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ワ
」
に
、
「
同
号
ヌ
か
ら
ヨ
ま
で
」
を
「
同
号
ヲ
か
ら
レ

ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。 



  

一
七 

第
十
四
条
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
四
条
第
二
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
の
二
（
五
つ
の
原
則
に
関
す
る
調
査
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
条
第
二
項
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
の
二
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十

四
条
と
す
る
。 

第
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
、
国
際
平
和
協
力
業
務
」
の
下
に
「
（
第
三
条
第
四
号
ラ
に
掲
げ
る

業
務
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
掲
げ
る
業
務
」
の
下
に
「
、
同
号
ル
に
掲
げ
る
業
務
」
を
加
え
、
「
同
号

レ
」
を
「
同
号
ナ
」
に
、
「
、
自
衛
隊
員
以
外
の
者
」
を
「
自
衛
隊
員
以
外
の
者
の
派
遣
を
要
請
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
号

ト
及
び
ソ
に
掲
げ
る
業
務
並
び
に
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
同
号
ナ
の
政
令
で
定
め
る
業
務
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
に

つ
い
て
は
自
衛
隊
員
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条

の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
協
力
隊
へ
の
派
遣
）
」
を
付
す
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
四
号
ト
か
ら
タ
ま
で
」
を
「
第
三
条
第
四
号
ト
か
ら
ヌ
ま
で
若
し
く
は
ヲ
か
ら
ネ
ま
で
」

に
、
「
同
号
レ
」
を
「
同
号
ナ
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。 

第
十
条
中
「
協
力
隊
の
」
及
び
「
（
以
下
「
隊
員
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次



 

一
八 

の
一
条
を
加
え
る
。 

（
隊
員
の
安
全
の
確
保
等
） 

第
十
条 
本
部
長
は
、
国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、

隊
員
の
安
全
の
確
保
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

別
表
第
一
中
「
第
三
条
関
係
」
を
「
第
三
条
、
第
二
十
九
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
リ
を
ル
と
し
、
チ
を
ヌ
と
し
、

ト
を
リ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

チ 

国
際
連
合
人
間
居
住
計
画 

別
表
第
一
第
二
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ヘ 

国
際
連
合
人
口
基
金 

別
表
第
二
中
「
第
三
条
関
係
」
を
「
第
三
条
、
第
二
十
九
条
関
係
」
に
改
め
る
。 

別
表
第
三
第
一
号
中
リ
を
ル
と
し
、
チ
を
ヌ
と
し
、
ト
を
リ
と
し
、
ヘ
を
ト
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

チ 

国
際
連
合
人
間
居
住
計
画 

別
表
第
三
第
一
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 



  

一
九 

ヘ 

国
際
連
合
人
口
基
金 

別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
二
十
九
条
関
係
） 

一 

国
際
連
合 

二 

国
際
連
合
の
総
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
機
関
又
は
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
、
国
際
連
合
開
発
計
画
そ
の
他
政
令
で

定
め
る
も
の 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。 

（
関
係
法
律
の
整
備
等
） 

２ 

国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
国

家
安
全
保
障
会
議
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
第
二



 

二
〇 

条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
の
実
施
等
に
関
す
る
重
要
事
項
の
う
ち
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
の
た
め
に
実

施
す
る
国
際
平
和
協
力
業
務
で
あ
っ
て
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る

法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
四
号
ラ
に
掲
げ
る
も
の
の
実
施
に
係
る
国
際
平
和
協
力
業
務
実
施

計
画
の
決
定
及
び
変
更
（
当
該
業
務
の
終
了
に
係
る
変
更
を
含
む
。
）
に
関
す
る
も
の
を
加
え
る
こ
と
と
し
、
こ
の
た
め
の

国
家
安
全
保
障
会
議
設
置
法
の
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
新
法
第
二
十
五
条
第
七
項
及
び
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
武
器
の
使
用
に
関
す
る
自

衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
九
十
四
条
の
六
の
規
定
の
整
備
、
新
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
物
品

及
び
役
務
の
提
供
に
関
す
る
自
衛
隊
法
第
八
十
四
条
の
四
の
規
定
の
整
備
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
関
係
法

律
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。 

４ 

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
に
対
す
る
我
が
国
の
協
力
を
よ
り
積
極
的
な
も
の
と
す
る
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
国
際

連
合
の
要
請
に
応
じ
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
を
統
括
す
る
組
織
に
自
衛
官
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
よ

う
、
速
や
か
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。



  

二
一 

理 

由 

 

国
際
的
な
行
政
機
関
等
支
援
活
動
に
対
し
我
が
国
と
し
て
協
力
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
国
際
平
和
協
力
業
務
に
新
た
な
業

務
を
加
え
、
そ
の
一
部
に
関
し
自
衛
官
の
武
器
使
用
の
権
限
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
際
平
和
協
力
隊
の
隊
員
の
安
全
の
確
保

に
関
し
必
要
な
規
定
を
整
備
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


